
「雲仙天国」 出店要項 

 

１．【コンセプト】 

島原半島のすばらしさ・面白さを体感し、自然の大切さを知り、主体的に場に貢献して楽しむ。 

 

２．主催 

  雲仙天国実行委員会 

 

３．実施日時 

  2021 年 11 月 21 日（日）※小雨決行 

 開催時間 11:00～17:00 

 

４．会場 

  エコパーク論所原 

〒859-2303 長崎県南島原市北有馬町４７３１−１ 

 

５．内容（予定） 

（１）島原半島食品・特産品等の販売 

（２）雑貨類の販売 

（３）各種ワークショップ（自然・人・防災などに関すること） 

（４）演目（音楽・ダンスなど） 

  

６．出店物 

 （１）生産もしくは加工された商品 

 （２）その他、主催者が適当と認めた商品 

（３）サスティナブルな商品または、それらに付随するもの 

（４）飲食物などの商品の容器は、極力再利用可能な器、コップ等をお使いください。環境に配慮し自然を守る

ため、ごみ削減の対応をお願い致します。 

※酒類の販売は禁止致します。 

 

７．出店者 

 （１）開催趣旨を理解し、出展要項を遵守できる個人または団体 

 （２）反社会的勢力（暴力団/暴力団員/暴力団関係企業等）やそれとみなされる個人または団体等でないこと。 

 ※当イベント内において法律に反する一切の行為を禁じます。 

 

８．出店料金  

・出店料金は 3,000 円となります。 

・出店備品のレンタルについて 

下記のものはレンタルできますので、希望の方は出店申込みの際に申し込みください。 

【レンタル料】※レンタル備品は数に限りがありますので先着順とさせていただきます。 

・タープ       500 円/1 枚 



・宿泊用テント   1,500 円/1 張 

・バーベキューコンロ 600 円/1 セット 

   ◎当日清算いたしますので、掛かる費用のご用意をお願い致します。 

   当日お支払いができない場合は、出店取り消しさせて頂くこともございますのでご注意ください。 

 

９．キャンセルポリシー   

お申し込み後主催者の都合による開催中止の場合以外は、出店料は返金できませんのでご注意ください。   

   

１０．規格 

（１）１区画は、大きさによりますが 2 張り程度、テントを張ることが可能です。 

（２）１区画に、2 店舗の出店となります。 

※キッチンカー及び軽トラックでの出店も可能です。 

※テントや器具のレンタルをされない方は、必要物に関しましてはご自身で全てご準備願います。 

 

１１．出店者の区画割 

  テントの配置及び出店者の区画割は、主催者において決定いたします。 

  

１２．出店申込締切 2021 年 11 月 1４日（日） 

  

１３．出店のお申し込み  

   雲仙天国実行委員会 

  （事務局） 長崎県島原市城西中の丁 2040-1 古民家サロン笑里内 

   お問い合わせ先 unzen.tengoku1121@gmail.com  

     

 出店のお申し込み      

   ※右側 QR コードからお願いいたします。 

※応募多数の場合は、先着順とさせて頂きます。 

 

１４．出店に伴う官公署への届出 

 （１）保健所 

 食品販売に伴い試飲・試食や飲食の提供など行う場合は、「提供食品の概要」を主催者に提出してください。 

   主催者側で保健所に提出いたします。 

  

１５．法律の遵守 

   出店に当たっては、適用される法律を必ず遵守してください。 

法律を守らない場合は、出店をご遠慮いただくことがあります。 

    （適用法律）食品衛生法 景品表示法 不正競争防止法 薬事法 酒税法など 

 

１６．消火器の設置 

 消防署の指導により、当日飲食提供のため裸火を使用する機器、設備を使用する者及び発電機等に燃料と

してガソリン等の引火性液体を使用する者は、消火器の設置が義務付けられました。 



当日、消火器の設置がない場合、出店をお断りすることになります。  

     なお、消火器は各店舗 1 台が必要です。複数店舗共同で 1 台は、許可されません。 

消火器の規格は、１０型以上です。 

 

１７．ゴミの処理 

（１） 出店に伴うゴミは、主催者側で処理いたしますのでポイ捨て等にご注意ください。 

 （２）ごみの分別にご協力ください。 

 

１８．風雨の対策 

ご自分でテントを持参される場合、突然の強風や豪雨によりテントがつぶれたり 

飛ばされる可能性があります。テントをロープ等で固定するなどの対策をお願いします。 

 

１９．飲食の提供 

   会場において飲食を提供する出店者は、次の項目を必ず遵守してください。 

（１）出店場所の汚れ防止に留意してください。 

（２）ガスコンロ等使用する場合は、コンパネ、ブロック等の上に設置するなどして、芝生が剥げない工夫を

してください。 

 

２０ 水道の使用 

 水道を使用の際は、排水管がつまる恐れと環境汚染防止の為、固形物・油等を流さないでください。 

   

２１．出店者用駐車場 

祭り当日の駐車場については、指定された場所にお願い致します。 

 

２２．その他 

  （１）詳細につきましては、追ってご案内致します。 

  （２）販売は１７時００分に終了です。  

※終了後は片付け清掃を行い、翌日午前 10 時 0０分までにはすべての撤去を完了して下さい。 

 

出店要項の遵守をお願い致します。 


